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支
那
私
幣
考
補
正

穂

積

文

雄

私
は
さ
き
に
本
誌
第
五
+
六
巻
第
五
號
に
転ひ

て
支
那
の
私

幣
に
つ
い
て
い
さ
玉
か
所
蒐
を
開
陳
す
る
と
こ
ろ
あ
っ
た
の
で

あ
る
が
、
そ
の
後
に
い
だ
り

不
備

と
思

は
ヒ耽
る

離
が
で
き
た

り
、
誤
謬
の
箇
斯
を
蛮
見
し
た
り
し
た
の
で
、
こ
」
に
そ
の
補

正
を
試
み
た
い
と
思

っ
て
筆
を
と
る
次
第
で
あ
る
。

ま
つ
金
.屡

に
お
い
て
な
り
た
つ
物
品
貨
幣
で
あ
、る
が
、
こ
れ

を
銀
に
か
ぎ
り
、
し
か
も
蕃
客
修
超
の
事
例
を
あ
げ
る
に
止
め

た
の
は
不
充
分
で
齢
る
と
思
ふ
。
金
屡
に
お
い
て
な
り
た
つ
物

口開
貨
一帯
に
つ
い
て
は
、
金
に
も
及
ぶ
べ
く
、
ま
た
そ
れ
に
お
け

る
慨
造
を
や
は
ゆ
そ
の
禁
令
よ
り
立
話
し
て
み
る
べ
き
か
と
思

ふ
の
で
あ
る
。

金
罵
に
お
い
て
.な
り
た
つ
物
品
貨
徹
旧
の
傭
造
の
禁
令
と
し
て

は
、
冊

へ
ゆ
ま
つ
加
藤
繁
博
士
が
そ
の

「
唐
宋
時
代
に
.於
け
る

支
那
私
幣
考
補
正

ダ

[

金
銀

の
研
究
」
影

い
て
、
論

ぜ
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
引
く
こ
と

が

で
き

る

。

.

績
贅
治

湧
礁
長
緬

諮
†
太
腿
、
.開
寳

四
年
九
月
庚

子
の
條

に
、

む

ロ

む

む

む

む

禁
俗

造
黄
白
金
り

募
告
者
賃
銭
+
萬
。
.

と
あ
っ
三

金
銀

の
儒
造
を
禁
.ず
る
こ
と
覚

え

る
。
又
、
同
、

+
月

の
條

に

は
、

開
封
府
撤
徹
傍
惚
脚
印
唖
卿
か
囎
雌
巾
ゆ
費

藻
荊
唄
味
。。
己

巳
並
決
杖
。
流
海
島
。
因
詔
。
自
今
民
敬
復
偶
追
金
書
案
市
。

と
あ
り
、
宋
轟
.
.太
雑

二
、
開
寳
四
年
+
月

月
巳

の
條
に
も
、

備
作
黄
金
者
楽
市
。

、

・

と
あ

っ
て
、
金
銀
を
総
遣

し
た
も

の
を
捕

へ
て
溝
舟
に
流

し
た
こ

と
爵

後
・
黄
金
を
鍵

す

る
も
の
暴

享

る
・
と
、
定
め
た

こ
と
が
見
え
る
・

按
ず
・
に
、

漢

の
景
帝

の
時

、

鐘
縫

黄
金

棄
布
津
を
定

め
て
黄
金

の
儒
造
を
嚴

察
し
た
が
、
其

の
後
此

の
禁

匪
乗
錐
に
慶

わ
了
り
、
此
に
至

っ
て
再
び
設
定
せ
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
銀
俗
造

の
禁
令
に
至
っ
て
は
、
綴
來
未
だ
嘗

て
見
ざ

る
所

で

あ
っ
て
、
之
あ
る
は
貸

に
来

の
開
{買
四
年

に
始
ま
る
と
謂
は
な
げ

れ
ば
な
ら
ぬ
。
斯
く
金
銀
儒
造

の
禁
令
が
出
で
来

っ
た
の
は
、
金
.

銀

の
纂

と
し
て
、
又
器
飾
原
料
と
し
て

の
.使

累

愈
旺
響

爲

妙
、
随

っ
て
之

を
俗
魅

し

て
姦

科

を
負

ら

ん

と
す

る
も

の
も
激

増

r

し
た
結

果

で

あ
ら

う
。

(同

書

二
七
七

頁
)

'

第

五
+
七
春

七
五

第

一
號

七
五

'

/

'

'

.

"

、



r

、

支
那
私
幣
考
補
正

さ
略
に
、
例

へ
ば
「
明
津
」
を
み
る
と
そ
の
「刑
律
七
・詐
循
』
の

中
の
「
私
鋳
銅
銭
」
の
條

の
終
り
に

「若
傷
造
金
銀
者
。
杖

一
百

徒
三
年
っ
爲
從
及
知
憶

往

者
。
各
減
奪

。」
と
あ
.脊

こ
れ

は
金
銀

の
慨
造
を
罰
す
る
規
定
で
あ
み
が
、
そ
れ

が
、
.ヨ
秘
録

銅
銭
L
の
條
下
に
入
れ
ら
れ
て
み
る
と
こ
ろ
よ
り
察
す
れ
ば
、

こ
φ
粗
物
合
こ
の
金
銀
は
貨
幣
の
役
割
を
演
ず
る
も
の
と
考

へ
て

.

よ
い
の
で
は
.あ
る
ま
い
か
と
思
ふ
。
そ
し
て
て
明
代
に
お
い
て

金
銀
貨
の
躊
造
に
つ
い
て
き
く
と
こ
ろ
あ
.ら
ぬ
よ
り
す
れ
ば
、

.

そ
の
貨
幣
と
い
ふ
と
も
そ
れ
は
録
貨
と
は
考

へ
ら
れ
ぬ
か
ら
、

從
っ
て
そ
れ
は
秤
量
貨
幣
と
い
は
ね
ば
な
ら
す
h
し
か
ら
ば
そ

れ
は
物
品
貨
幣
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
、
な
る
。
そ
し
て
さ
う

す
れ
ば
そ
こ
に
わ
れ
く

は
ま
た
物
品
貨
幣
た
る
金
銀
の
傷
造

が

行

は
れ

た

る

を

知
る

こ
と

が

で
き

る
。

.

つ
ぎ

に
私
砂

の
原

因

と
し

て
は

支

那

人
、の
利

己

心

を

あ
げ

る

、に

と
聖

歯
つ

た
が

、

ぞ

し

て
根

本
的

に

い

へ
ば

そ

れ

で
も

よ

い

と

思

ふ

の

で
あ

る

が
、

そ
れ

で
も

な

ほ
例

へ
ば
「
綱

紀

の
弛

緩
」

と
か
「
技
術

・
.材
料
の
粗
雑
」
と
が
「
流
通
量
の
不
足
」
一

こ
礼

、

第

五
+
七
巻

七
宗

笙

號

七
六

h

に
ぱ

そ

の
絶

封

的

不

足

(例

へ
ば
元
帆
末
期

の
場
合

の
ご
と
き
)
と
相

、

射

的
不

足

(砂

の
贋
値

の
下
落
に
も
と
つ
く
物
贋
騰
貴
に
よ
る
場

合
、

例
へ
ば
稟

の
場
合
の
ご
と
き
)
と
が
あ
る
レ

等
を
あ
げ
る
こ
と

が
で
ぎ
よ
う
。
な
ほ
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
曾
我
部
趨
雄
教
授
が

「南
宋
會
子
の
傭
造
に
つ
い
て
」
(文
化
第
七
巻
第
二
號
)
に
お
い
て
「

指
摘
せ
ら
れ
て
る
る
と
こ
ろ
を
引
く
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
で
あ
も
う
。

教

授

は
南

宋
會

子

の
儒

造

の
増
大

せ
る

原

因

と
し

τ

、

「
紙
幣

の
洪
水

の
た
め
に
御
領
が
高
く
な
』
、

た
め
に
生
活

の
苦

よ
り
な
し
た

.り
、
或

は
綱
紀
が
ゆ
る
ん
だ
に
乗
じ
て
な
し
た
り
、
・

或
は
文
和

の
た
.め
に
は
死
を
も
恐
れ
ぬ
姦

民
の
存
裡

な
ど
の
普
通

の
原
因
に
よ

み
外

に
、

理
余
塵

蛋

に
は
か
一
な
さ
し
め
る
重
大

な

る

二

つ

の
原
因

が

あ

っ
た
」

と
い
っ
て
、
會
子
印
造
に
用
ゆ
る
紙
の
質
の
憂
化
に
よ
の
俗
造

が
し
易
く
な
っ
た
こ
と
と
、
界
期
.(流
通
期
限
)
の
延
長
ま
た
は

事
實
上
の
停
止
に
よ
り
新
奮
芥
子
の
交
換
の
際
に
お
け
る
儒
會

子
の
螢
見
せ
ら
れ
み
こ
と
に
も
と
つ
く
損
失
の
恐
れ
が
な
く
な

り
、
こ
れ
に
封
ず
る
警
戒
が
ゆ
る
み
た
る
結
果
そ
の
横
行
を
み

る
値
い
た
っ
た
と
い
ふ
こ
と
を
あ
げ
て
を
ら
れ
る
。

、.

、

、



、

圏

な

ほ
傷

紗

の
原

因

の

一
と
し

て
私
は

い

は
ゆ

る
「
政

治
謀

略

」

る

な

も

の
を

あ

げ

る

こ

と

が

で
き

る

か

と
思

ふ
。
」
つ
ぎ

に
引

く

と

こ
ろ

の
ご

と
き

が

そ

れ

で
あ

る
。

.
満
蒙
掩
徽
の
大
儒
造

中
外
商
業
新
報

の
昭
和
七
.年
四
月
十
四
日
掲
載
記
事

、
σ
満
蒙
金
融
掩
魁
め
備
紙
幣

一
億
圓

大
建
で
髪
見
取
押

ふ
9

.

(大
渡
+
三
日
聯
合
獲
電
)
満
蒙
に
於
け
る
金
融
掃
観
を
目
的
に
、

北
支
那
方
面
で
旙
遣
し
た
支
那
紙
幣
一
億
元
を
、
.大
.連
経
由
北
満

へ
密
輸
逡
せ
ん
と
し
た

の
を
、
+
三
日
朝
、
大
連
埠
頭
で
獲
見
鴇
.

取
押

へ
た
。
〔山
鹿
義
敏
〔、
贋
造
通
貨
、

一
五
頁
)

救
国
會

の
大
儒
造

説
帽買
新
聞

の
昭
和
七
年
・
九
丹
二
†
六
日
掲
載
記
事

○
救
国
倉
幹
部
、
義
捐
金
を
着
服
一
瞬
れ
で
贋
燈
紙
幣
を
配
布
.

(奉
天
二
+
五
日
獲
電
通
〕
さ
き
に
、

地
方
民
よ
り
義
捐

金
を
募
集

し
た
學
良

の
救
国
會

の
幹
部

は
、
義
捐
金

の
大
部
分
を
着
服
し
、

僅
か

の
残

金
を
義
勇
軍

に
配
布

し
て
み
る
戸旨
安
登
畳
し
、
義
勇
琿
.

頭
目
連

は
不
牛
皮
謝

の
理
高
く
、
之
を
知

っ
た

一
般
寄
附
者
も
、
、

救
國
會
打
倒
を
叫
び
出

し
た

の
で
、
救
国
會
幹
部
は
非
常

に
驚
き

俄
に
中
國
、
濟
南
隔
河
北

の
各
銀
行
券
を
贋
造

せ
し
め
、
朱
餌
青

を
し

て
義
勇
軍

に
配
布

せ
し
め
て
ゐ
6
途

、
共
匪
は
使
用
さ

へ
出

支
那
私
幣
考
補
正

来

れ
ば

文
句

な

し

と
、
、之

塩
強

要

し
、

恐
慌

を

来

し

て
み

る
。

(同

上
)

錦
川

一
帯

の
良
民

は
、
大

、

備

紗

の
罰

則

は
法

典

に
よ

る

が
正

道

で
あ

ら

う
。

た

窒
各

朝

の

法
典

を

引

用

す

る

と
な

る

と
論
述

の
均

資

を

破

る

こ
と

は
な

は

だ

し

か
ら

ん

こ
と

を

恐
れ

た

の

と
、
あ

の
ま

玉

で
も
論

旨

の

闡

明

の
目

的
ば

充
分

達

せ
ら

れ
る

か

と
思

ふ
た

の

で
、

敢

て
さ

う

し

な

か

っ
た

Ψ
け

で
あ

る
。

そ
れ

で

一
例

と

七

て

元

の
法

典

を

こ

」
に
あ
げ

て

お
か

う

。

支

那

で
紙

㎜幣
の
行

は
れ

る

の
拡

元

に
い
た

っ

て
極
度

に
達

し
、
.從

っ

て

そ

こ

で
は

そ

の
取
締

も
嚴

重

を
ぎ

は

め

、

そ

の
修

文

は

後

の
一法
令

の
範
例

と
な

っ
た

と

い

へ
る
も

の

で
あ

る

、

そ

れ

は
元

史

・
巻

言

置

。
刑

法

四

・
詐

傭

の

中

に
見

出

さ
れ

み
σ

つ
響

の

ご

と
ぐ

で
あ

る
。

い
.
諸

儒
造
賓
鋤
。
首
謀
無
意
.
丼
彫
板
。
.抄
紙
。
吹
貫
顔
料
。
香
填

手
號
。
窩
藏
印
造
。
低
同
情
者
。
皆
虎
死
。
傍
洩
其
家
,産
。
両
隣

却

而
不
首
者
o
杖
七
十
七
。
坊

正
。
車
首
。
～肚
長
失
禁
井
巡
捕

。

…

.

軍
兵
。
各
筈
四
+
七
。
捕
盗
官
及
鑛
守
巡
捕
軍
官
。
各
決

三
+
七
。

一
、

未
獲
賊
徒
依
強
盗
立
限
絢
捕
。
買
値
偶
紗
者
。
初
犯
杖

↓
百
七
。
　

再
犯
加
徒

　
年
。
三
犯
科
断
流
還
。

諸
捕
獲
儒
紗
賞
餓
五
錠
給
銀

不
給
紗
。

第
五
+
七
巻
.

七
七

第

一
號

.七
七

」

」

、

、



支
那
私
幣
考
補
正
,

諸
父
子
同
法
儒
鋤
者
。
皆
塵
死
。

請
文
造
偶
鋤
子
職
給
使
。
不
興
父
同
坐
。

子
迭
便
紗
父
不
同
薙
。

不
興
子
同
坐
。

諸
夫
儒
造
替
妙
音
。
妻

不
坐
。

諸
俗
造
費
紗
。
.印
板
不
全
者
⑩
杖

一
五
七
。

譜
儒
造
費
紗
。
没
其
家
産
。

不
及
其
妻
子
。

諸
敵
前
収
蔵
俗
紗
赦
後
行
使
者
。
杖

一
首
七
。

不
曾
行
使
而
.小
首

著
減

「
等
。

諸
鶴
造
紗
罪
旗
死
者
。
、錐
親
老
無
勲
丁
。
不
聰

上
請
。

諸
捕
獲
儒
造
賓
砂
之
人
。錐

己
身
故
』
其
慮
特
賞
紗
.傍
給
其
親
局
。

諸
奴
婢
貢
使
爾
.砂
。
英
主
陣
営
者
。
不
在
理
賞
之
例
。

諸
挑

捌
神
湊
費
妙
音
。
不
分
営
從
。
杖

一
百
七
徒

一
年
軌
再
犯
流
連
。

年
老
+
以
上
者
。
呈
稟
定
窯
量
聰
隈
。
買
使
者
減

一
等
。
.

明

津

で
も

同

じ

く
刑

律

、

詐

備

の
條

下

に
「
循

造

寳

紗
」
を
規

定

し

て
み

る

。
.そ
れ

は

つ
蟹

の
ご

と
く

で
あ

る

。

凡
儒

造
寅
砂
。
不
分
首
從
及
窩
主
著
知
携
行
使
者
。
皆
斬
。
財
産

並
入
官
。
告
補
者
。
官
給
賞
銀

二
百
五
+
爾
。
伯
給
犯
人
財
産
。

里
長
却
而
不
誉
者
。
杖

一
百
。
不
知
者
。
不
坐
。
其
巡
捕

・
守
.拙

官
軍
知
.情
敵

縦
者
。

與
同
罪
。

若
捜
獲
儒
妙

隙
匿
入
巳
不
解
官

者
。
・杖

一
百
。
流

三
千
里
。
失
於
巡
捕
及
透
漏
丁者
。
杖

八
十
。
侃

低
張
路
責
限
根
(躍
)
捕
。

第

五
十
七
巻

七

八
.

第
.「
號

七

八

若
新
喪
鋤
挑
剴
川補
較
描
改
。
以
翼
作
偲
者
。
杖

一
。
百
流

三
千
里
。

。
爲
從
及
知
情
行
使
者
σ
杖

一
再
。
徒

三
年
。

其
同
特
進
俗
人
。
.有
能
悔
過
捕
獲
同
伸
酋
告
者
。
興
見
本
罪
。
亦

依
常
人
。

】
盟
船
賃
。

イ

偏

砂

の

対
策

に
お

い
て

礪
賞

の
密

告
逮

捕

に
賞

を

か

け

る
事

例

と

し

て

、

明

に
Fあ
り

て
も

「
告

補

す

る

も

の
は
銀

二
十

五
雨

を
賞

と

し
、

05

ほ

犯

人

の
財

産

(明
史

.食
貨
志
・
五
,鈍

紗
及
び
そ
の
笠
.

.

物
V
を
給

ふ
」

こ
と

を
紙

幣

の
面

に
記

し

て

み
る

。

と
記

し
た

が
、
實

は

大
明

費

妙

の
實

物

に
は

「
二
十

五
關
」
で
な

、

く

て
「
二

伯
五

拾

爾
」
ど

あ

る
。

そ
れ

で
食

貨

志

と
實

物

で
銀

額

が
相

異

す

る

が

、

こ

れ

は
當
然

食
貨

志

の
.記

述

が
誤

か

で
な

け

れ

ば
な

ら

ぬ
。

な

ほ
.明
津

を

み

る

も

、

上
掲

の
ご

と
く

「
二

百

五
十

爾
」

と
な

っ
て

み
る

。

慨

砂

の
事
實

の
と

こ
ろ

で
、
宋

の

、

産
み
那
陸
奥

「
九

年

循
會

を
造

る

も

の
を
柿

ふ
る

の
・當
ハを

定

め
」

る

云

々

唾

と
引

け

る

場

合

の
「
隆
興

」
は
「
乾
道

」
の
誤

り

で
あ

る
。
・

■

、




